総合事業における運営上の留意点について
[bookmark: _Hlk196481893]　この資料は、島原地域広域市町村圏組合が実施している「介護予防・日常生活支援総合事業」第１号事業（訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス）の指定を受けている事業者に対する令和７年度集団指導用説明資料です。

１　令和６年度の報酬改定について
　令和６年度介護報酬改定の主な事項について説明します。※訪問介護、通所介護相当サービス関係事項のみ
（１）管理者の責務及び兼務範囲の明確化
　　提供するサービスの質を担保しつつ、事業所を効率的に運営する観点から、管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指導命令を行うことである旨を明確化した上で、管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理者がその責務を果たせる場合には、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化する。
（２）身体的拘束等の適正化の推進
　　身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することを義務付ける。
（３）書面掲示規則の見直し
　　事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、書面掲示に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト（法人のホームページ等）に掲載・公表しなければならないこととする。
（４）高齢者虐待防止措置未実施減算の新設
　　虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じていない場合に、減算を適用する。
（５）業務継続計画未策定減算の新設
　　感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、かつ、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に、減算を適用する。
（６）介護処遇改善加算について
　　介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた４段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。
（７）報酬について
　　１　訪問型サービス費（独自）
	基本部分


　　　イ　１週当たりの標準的な回数を定める場合（１月につき）
	（１）１週に１回程度の場合
	１７６単位

	（２）１週に２回程度の場合
	３４９単位

	（３）１週に２回を超える程度の場合
	７２７単位


　　　ロ　１月当たりの回数を定める場合（１月につき）
	（１）標準的な内容の指定相当訪問型サービスである場合
	２８７単位

	（２）生活援助が中心である場合
（一）所要時間２０分以上４５分未満の場合
	１７９単位

	（２）生活援助が中心である場合
（二）所要時間４５分以上の場合
	２２０単位

	（３）短時間の身体介護が中心である場合
	１６３単位


　
　２　通所型サービス費（独自）
	基本部分



	イ　１週当たりの標準的な回数を定める場合
（１月につき）
	（１）事業対象者・支援１
（１月につき１，７９８単位）

	
	（２）要支援２
　（１月につき３，６２１単位）

	ロ　１月当たりの回数を定める場合
（１回につき）
	（１）事業対象者・要支援１
　（１回につき４３６単位）
　　※１月の中で全部で４回までのサービスを行った場合

	
	（２）要支援２
　（１回につき４４７単位）
　　※１月の中で全部で８回までのサービスを行った場合


※事業所が送迎を行わない場合については、イ（１）を算定している場合は、１月につき３７６単位の範囲内で、イ（２）を算定している場合は１月につき７５２単位の範囲内で減算する。
２　総合事業関係書類及び運営内容等の確認について
（１）総合事業の運営規程・重要事項説明書・契約書・各種マニュアルにおいて、次の点について記載漏れがないか、また誤りがないか再度確認をお願いします。
· 運営規程に定めなければならない事項の記載漏れがないか。
· 感染症対策、ハラスメント対策、業務継続計画、高齢者虐待防止等について
マニュアルを整備し、すべての職員が内容を理解しているか。
· 苦情の受付、関係機関の課名、住所、電話番号等が誤って記載されている。
· 文言の誤りがある（制度改正に対応していない）
【例】
誤：（指定）介護予防通所介護⇒正：第１号通所事業または通所（型）サービス
　誤：運営規定⇒正：運営規程
· 利用者負担額や負担割合が制度改正に対応していない（単位数が改正前のままになっている、2割・３割負担の記載がない等）。
· 重要事項説明書に利用者の同意を得ていない。
· 運営規程・重要事項説明書・契約書等の内容が一致しない。
（運営規程の改正時、重要事項説明書や契約書も併せて改正していない、各条や各項の記載内容の整合性が取れていない等）
（２）施設及び備品等の管理において、次の点にご注意ください。
· 指定申請時に提出した平面図と、施設の現状が異なっている。
· カーテンが防炎でない。
〇　消火器の期限が切れている。
〇　避難経路や消火器の周りに物が置いてある。












３　各種届出書類について
　令和６年４月１日以降、介護保法施行規則の改正により、指定の申請や変更の届出等は【厚生労働大臣が定める様式】により行うものとされました。
（１）変更届や体制届等の各種届出については、速やかに提出してください。
· 変更届出書：変更後１０日以内
· 体制届出書：加算等算定開始月の前月１５日まで
　　　　　※算定の開始時期
　　　　　　毎月　１５日以前に届出→翌月から
　　　　　　　　　１６日以降に届出→翌々月から
（２）各種届出書の様式について
　　　本組合ホームページからダウンロードが可能です。
　　　ホームページ掲載場所（http://www.shimabara-area.net/site/）
　　　「島原地域広域市町村圏組合」→「介護保険課」→「ダウンロード」→「介護予防
・日常生活支援総合事業（総合事業）関係」→「13.介護予防・日常生活総合事業申請書等」

４　事故報告について
（１）目的
　　介護サービス提供時に発生した事故などについて、介護サービス事業者が運営基準に基づき行う連絡手順を明らかにし、事故に対する適切な対応の確保や再発防止策の検討など、介護サービスの安全と質の向上を図ることを目的とする。
（２）連絡の対象となる事故の範囲
　　①サービス提供による利用者の事故等
　　　・事業所側の過失や責任の有無に関らず、利用者が死亡又は医療機関での治療を要する程度の症状に至ったものを原則とする。
　　　・誤薬（薬の飲ませ忘れ等）が発生した場合は、利用者の身体への影響の有無に関係なく対象とする。
　　②食中毒、感染症の集団発生
　　　・同一の感染症や食中毒による、またはそれらが疑われる死亡者や重篤患者が１週間以内に２名以上発生した場合。
　　　・同一の感染症や食中毒の患者、またはそれが疑われる者が１０名以上又は全利用者の半数以上発生した場合。
　　　・上記以外の場合であって、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合。
　　③火災・震災・風水害等により、施設設備の相当程度の破損を伴うなど、介護サービスの提供に重大な影響のあるもの。
　　④従業員の不祥事等により、利用者の処遇に影響があるもの。
　　　　（利用者・家族等の個人情報漏洩、送迎中の事故等）
（３）連絡手順
　　①第一報は少なくとも事故報告書の1から6までについては可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出を行うこと（死亡事故や従業者の不祥事等の重大な事故については電話で第一報を行い、その後速やかに事故報告書を提出してください）。
　　②第一報後の経過についても、適宜連絡を行うこと。
　　③事故処理の区切りがついたところで、最終の事故報告を提出すること。
　　　※感染又は食中毒の場合には県南保健所にも報告すること。
　　　→平成１７年２月２２日付け老発第０２２２０１号厚生労働省老健局長他４局長通知「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」を参照
（４）事故報告書の様式及び記載内容
　　①別紙様式「事故報告書」を使用すること。事故報告の様式は、本組合ホームページからダウンロード可能です。
　　　「島原地域広域市町村圏組合」→「介護保険課」→「ダウンロード」→「その他」
　　　→「16.介護サービス等の提供に係る事故報告書」
　　②事故報告書はエクセルシートに入力し、ファインリンク等による電子報告をお願いします。
　　③内容については、時系列に沿って具体的に事故などの状況を明記し、事故の原因に関係すると推測される事項（本人の状態など）についても併せて記載すること。
（５）報告を受けた本組合の対応
　　①事故の内容及び事故に対する事業所の対応状況を把握するとともに、必要に応じて事業所への助言・指導を行う。
　　②文書による報告の内容が不足している場合は、追加連絡を求める。
（６）事故報告の活用等について
　　長崎県に提出した事故報告については、取りまとめたうえ、集団指導等を通じて事業所のリスクマネジメントの強化に活用する。

５　問い合わせ先
　お問い合わせは、島原地域広域市町村圏組合　介護保険課　給付係までお願いします。
　ＴＥＬ　０９５７-６１-１１０４
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